
豊橋市幼保こ小中高特連携教育推進協議会規約 

 

（名称） 

第１条 本会は豊橋市幼保こ小中高特連携教育推進協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 協議会は、豊橋市内の幼稚園・保育園・認定こども園、小学校、中学校、高等学校及

び特別支援学校（以下「関係学校等」という。）における教育活動の連携と系統化をはかり、

子どもたちの生きる力を育成することを目的とする。 

 

（協議会の組織） 

第３条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。 

 （１）豊橋市教育長及び教育委員 

 （２）東三河高等学校長会が指定する者 

 （３）豊橋市立小中学校長会が指定する者 

 （４）豊橋市職員のうち教育長が指定する者 

 （５）豊橋市内の県立・私立中学校及び私立高等学校の代表者 

 （６）豊橋市内の幼稚園・保育園・認定こども園の代表者 

 

（協議会の事務） 

第４条 協議会は、第２条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。 

 （１）関係学校等が保有する情報の共有化を図ること。 

 （２）関係学校等の園児、児童、生徒及び教諭の相互交流を図ること。 

 （３）幼保こ小中高特連携教育に向けた調査研究を行うこと。 

 （４）前３号に掲げるもののほか幼保こ小中高特連携教育に関し必要なこと。 

 

（役員） 

第５条 協議会に、会長、副会長を置く。 

２ 会長は、豊橋市教育委員のうち教育長職務代理者をもって充てる。 

３ 副会長は、第３条第２号及び第３号に掲げる者の中から会長が指名する者をもって充てる。 

４ 副会長の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 副会長の任期が満了した場合は、後任者が選出されるまでの間、会長が指名する者が代

理する。 

６ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

７ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、または会長が欠けたときは、あら

かじめ会長の指名した副会長が、会長の職務を代理する。 



（協議会の会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。 

 

（分科会） 

第７条 協議会に、必要に応じ分科会を設けることができる。 

 

（事務局） 

第８条 協議会の事務局は、豊橋市教育委員会事務局内に置く。 

 

（委任） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定

める。 

 

附 則 

この規約は、平成２１年３月２５日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２２年６月１６日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２４年２月２８日から施行する。 

 附 則 

この規約は、平成２９年６月７日から施行する。 

 附 則 

この規約は、令和４年２月４日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和８年４月１日から施行する。 

 


